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第１章 計画の概要
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１ 自立的な行政経営へ 

少子化の進展や団塊の世代の退職に伴う労働人口の減少により、今後市税

等の歳入の増加が見込めないなかで、高齢社会の影響による歳出に占める社

会保障費の割合の上昇が避けられない状況となっています。また、市町村合

併にともなう地方交付税の合併算定替の特例措置も、合併後１０年度以降は

段階的に縮小されていく状況において、優先的、重点的に財源を投入する事

業と、見直しを図る事業のメリハリをこれまで以上に明確化し、自立的な行

政経営の実現が必須の課題となっています。 

 そこで、行政経営の理念に基づき、行政評価による各種事業の成果や効果

を検証したうえで、重要・懸案事項を整理し、総合計画の「重点プロジェク

ト」との相関関係を保ちながら優先的・重点的に選択を行い、総合計画の計

画期間満了までの中期的なビジョンを含めた計画を策定する必要がありま

す。 

２ 計画の基本的な考え方 

 ⑴ 策定の目的 

 実施計画は、本市のまちづくりの指針である総合計画に示された将来都

市像の「健康快適都市」～誰もが安全・安心に暮らせるまち～の実現に向

け、基本計画に示した目標を計画的かつ効率的に達成するための具体的な

事業の概要や事業費を体系的に整理したものです。 

この計画は、総合計画の進捗状況を把握するツールとするとともに、予

算編成時における指針として活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本構想を実現するための分野別の施策の

考え方や目標を示したものです。 

基本計画に示した施策に対応する主な事業

や予算を体系的に整理したものです。  

本市のまちづくりの方向性や重点的な取り

組みを示したものです。 

【総合計画の構成】 

実施計画 

基本計画 

基本構想 
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 ⑵ 対象事業 

   市が実施する全事業のうち、重点的に取り組む主要事業と総合計画の基

本計画に示された施策を具体化する事業とします。 

 

  ア 主要事業 

    実施計画の３年間の計画期間にこだわらず、政策的な観点から中・長

期的に方向性を定めて重点的に取り組む事業 

 

  イ 施策を具体化する事業 

    基本計画で定めた施策を推進するための事業の中から、計画性のある

事業、市民に直接かかわりの深い事業、特色のある事業、重要性の高い

事業 

 

⑶ 計画期間 

    平成２７年度から平成２９年度までの３年間を計画期間とし、毎年ロ

ーリング方式による見直しを行います。 

    また、主要事業にあっては、中期または長期的な計画に基づく取り組

みであるため、必要に応じて３年を超えた計画期間を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画期間】 

基本構想 

３年間 
（ローリング方式 
により毎年度策定） 

基本計画 

▼ ▼ 

１０年間 
(必要に応じて 
見直しを行う) 

１０年間 

平
成
20
年
度 

平
成
29
年
度 

平
成
26
年
度 

平
成
27
年
度 

3年 

3年 

3年 

本 計 画 期 間 

平
成
28
年
度 

実施計画 
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⑷ 基本方針 

総合計画では、「健康」「快適」「自立」を基本理念とし、本市のまち

づくりの方針及び各施策の進むべき方向性等を明らかにしました。本計画

では、その基本理念や方針等を踏まえながら、以下の点に留意しています。 

   ア 長期的な視点で事業計画を策定したうえで、計画期間における事業効

果や必要性を精査し、緊急性の高い事業を優先的に選択しました。 

イ 前回の計画を単にスライドすることなく、行政評価を踏まえ改善・見

直しを実施しました。 

ウ 行財政改革・財政健全化の観点から、行政の責任領域を明確にすると

ともに、既存事業の見直しによる経費削減に配慮しました。 

エ 国・県等の行財政制度の動向を見極め、財源確保や経費削減に努め、

可能な限り一般財源の削減に努めました。 

オ 事業本来の目的を認識するとともに、必要以上の投資を抑制すること

に努めました。 

 

⑸ 計画の流れ 

本計画では、ＰＤＣＡサイクル（Plan 計画 → Do 実施→ Check 評

価 →Action 改善）を確立し、進捗状況や成果、効果などを評価・検証し

た上で、事業ごとの取組方針を踏まえて改善・見直しを行うことで、限ら

れた財源のなかで事業の優先度を考慮し、今後の取り組みへとつながる計

画としました。 
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  ⑹ 計画の実行  

社会情勢や財政事情等の変化によって、事業内容の変更や中止を余儀な

くされる場合は、総合計画の趣旨を踏まえつつ、柔軟に対応します。 

 

３ 計画の体系 

1-5 障害者(児)　福祉

1-6 低所得者福祉・社会保険

1-7 地域福祉

1-1 健康

1-2 医療

1-3 児童福祉・次世代育成

1-4 高齢者福祉

3-1 公園・緑地・緑化

3-2 景観

3-3 環境

6-2 行政改革

6-3 広報広聴・情報公開

6-4 コミュニティ
　　　　　（自治会・地域活動）

4-1 農業

4-2 商業・サービス業

基本
理念

健
康

将来都市像

5-2 生涯学習・青少年育成

2-8 公共交通

快
適

自
立

2-9 上水道・下水道（汚水）

2-7 幹線道路

6-5 ボランティア・ＮＰＯ

5-3 スポーツ・レクリエーション

5-4 文化・芸術

5-5 男女共同参画

6-1 行政運営

4-3 工業

5-1 学校教育

まちづくり方針
分野別まちづくり

方針
重点

プロジェクト

2-1 防災・消防

2-2 交通安全

2-3 防犯

2-4 生活道路

2-5 河川・下水道（雨水）

2-6 市街地

質
の
高
い
日
常
生
活
を
営
め
る
都
市
づ
く
り

自
立
し
た
経
営
を
行
う
都
市
づ
く
り

健康で生きがいを

持って暮らせる

まちづくり

安全・安心で

利便性の高い

まちづくり

環境にやさしい

うるおいのある

まちづくり

創造的で

活力ある

まちづくり

豊かな心を育み

文化の薫る

まちづくり

自立と協動の

まちづくり

一
体
感
あ
る
都
市
づ
く
り

居
住
地
と
し
て
選
択
さ
れ
る
都
市
づ
く
り

健康で
生きがいを
持って
暮らせる
まちづくり

安全・安心で
利便性の高い
まちづくり

環境にやさしい
うるおいのある
まちづくり

創造的で
活力ある
まちづくり

豊かな心を育
み文化の薫る
まちづくり

自立と
協働の
まちづくり

「
健
康
快
適
都
市

」
～
誰
も
が
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
～

基　本　構　想 基　本　計　画
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